
（様式１－３） 

福島県（浪江町）帰還・移住等環境整備事業計画  

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和３年５月時点 

NO. 208 事業名 農山村地域復興基盤総合整備事業 

（広域農業用水適正管理対策事業） 

浪江堰地区（単年度型） 

事業番号 (5)-40-99 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 107,000（千円） 全体事業費  107,000（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

帰還困難区域のある浪江町において、東日本大震災以前は、地域農業者を中心に農業水利施設並びに農用地

の保全管理が行われてきたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、農業水利施設を管理する地域農

業者が避難したため、適切な維持管理が不可能な状況となっている。特に帰還困難区域内の農業水利施設につ

いては、維持管理が行えず、施設の機能低下が進んでいる。 

このような農業水利施設のうち、将来的に使用されない農業用の堰を残存した場合、大雨等で河川が増水し

た際に災害発生の要因となるため、本事業で撤去を行い周辺の家屋等への被害を未然に防ぐことが必要であ

る。 

よって、本事業において堰の撤去を行い災害を未然に防止し帰還環境の整備を図ることにより、避難した農

家を含めた地域住民の帰還を促進し、農村地域の再生を目指すものである。 

事業概要 

本施設は国営かんがい排水事業 請戸川地区の事業実施にあたり用途廃止すべき農業用の堰（浪江堰）であ

るが、受益者や関係土地改良区との協議の中で撤去できていなかった施設である。 

本施設は固定堰で大雨などの際に河川の水位を上昇させる原因の一つとなっていることから、本施設を撤

去することにより周辺の家屋等への被害を未然に防ぐことができる。 

このため、本事業にて当該施設の撤去工事を行うものである。 

 

【事業名及び地区名】 

農山村地域復興基盤総合整備事業（広域農業用水適正管理対策事業）浪江堰地区 

（福島再生加速化交付金（帰還環境整備）交付要綱（農林水産省）別添 1-8 第 3 の 2） 

 

【申請に係る事業概要】 

 第 35 回申請については、堰撤去工、実施設計、河川協議資料作成業務、借地補償費に必要な事業費を申請

する。 

 

【事業要件】 

・国営土地改良事業の実施による施設の新設又は改築に伴い、撤去することが土地改良事業計画に含まれてい

た農業水利施設。 

・放置すると河川の適正な利用の支障となったり、災害の発生の原因となるおそれのある農業水利施設で河川

管理者より撤去を求められている施設 

【浪江町復興計画】 

Ⅰ 先人から受け継ぎ、次世代に引き継ぐ“ふるさと”なみえを再生する 

－主要施策６（農林漁業の再興）－新たな環境基盤による営農再開－生産基盤の整備と強化 

農業関連施設等の整備 ・充実や農地の集約化 （圃場整備）等により、畜産を含む営農の再開に向け

た生産基盤の整備と強化を図ります。 

【福島県復興計画】 

６ 農林水産業再生プロジェクト 

－２ 農業の再生－②農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化 

当面の事業概要 

＜令和３年度＞ 

堰撤去工、実施設計、河川協議資料作成業務、借地補償費 

 



地域の帰還・移住等環境整備との関係 

 本事業において堰を撤去し環境整備を行うことにより、災害の未然防止が図られ被災農家を含めた地域住民

の帰還の促進に寄与する。 

関連する事業の概要 

  国営かんがい排水事業 請戸川地区（S46～S63） 

 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



農山村地域復興基盤総合整備事業（広域農業用水適正管理対策事業）浪江堰地区 位置図

浪江堰

No.：２０８
事業番号：（５）－４０－９９
事業名：農山村地域復興基盤総合整備事業（広域農業用水適正管理対策事業）
地区名：浪江堰地区
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